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江戸川支部慶弔規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、東京都社会保険労務士会江戸川支部（以下「当支部」という）

の会員に対する慶弔および見舞金に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は当支部の会員（以下「所属会員」という）に適用する。 

 

（慶弔金等） 

第３条 慶弔金は次のとおりとする。 

区分 対象者（物） 適用 金額等 

結婚祝金（礼金） 所属会員 所属会員本人 30,000円 

 

死亡 

（弔慰金） 

 

所属会員 所属会員本人 
50,000円と 

花輪/生花 

その他 

所属会員の配偶者 

（事実婚を含む） 

30,000円と 

花輪/生花 

所属会員の実子または養子、 

実父母、養父母 

20,000円 

（注１） 

傷病 

（見舞金） 
所属会員 

所属会員が負傷または疾病の

ため１ヶ月以上休務するとき 
30,000円 

災害 

（見舞金） 

所属会員の事務所 

または自宅 

（地震によるもの

を除く） 

半焼・半損以上 100,000円 

その他の損害 20,000円 

新築 

（祝金） 

所属会員の事務所 

または自宅 

所属会員の事務所 30,000円 

所属会員の自宅 20,000円 

（注１） 所属会員から希望があった場合は、金額の範囲内で花輪又は生花を 

 贈ることができる。 

  ２．前項の慶弔金の支出は、死亡の場合を除いては、支部役員会の承認を受けて

行うものとする。 

   ただし、緊急の場合は正副支部長が、その都度審議の上決定する。 



  ３．第１項の傷病に対する見舞金は、入院またはこれに相当する加療中の期間と

し、同一所属会員への見舞金は、その支出後２年間は支出しないものとする。 

  ４．第１項の新築に対する祝金は、事務所と自宅を兼用している場合においては、

高額な一方を支給する。 

  ５．第１項に該当する死亡の場合は、所属会員に対して訃報を行う。 

 

（事実の申出と確認） 

第４条 所属会員が第３条に定める慶弔金の支給事由に該当する場合は、慶弔金の受

取人または、その事実を知った所属会員は、遅滞なく支部長に通知しなければ

ならない。 

  ２．第３条に規程する事由が生じた日から、３ヶ月を経過してなお前項の通知が

ない場合は、慶弔金の支出は行わない。 

   ただし、支部役員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限

りでない。 

 

（慶弔金の不支給） 

第５条 この規程による慶弔金を支給すべき事由が発生した時点において会員権が

停止されている会員に対しては慶弔金を支給しない。 

  ２．前項の他、東京都社会保険労務士会の会費、または当支部の会費いづれかが

滞納している所属会員についても慶弔金を支給しない。 

  ３．前２項の規程は、支部役員会においてやむを得ない事由があると認めたとき

は、この限りでない。 

 

（この規程の疑義の決定） 

第６条 この規程に定められた事項または、定めのない事項で慶弔金の支出に関し疑

義が生じたときは、支部役員会の議により決定する。 

 

（この規程の改廃） 

第７条 この規程を改正または廃止しようとするときは、支部役員会の議を経なけれ

ばならない。 

 

（附 則） 

１． 平成８年４月１日から施行 

２． 平成２０年４月２４日から一部改正、施行 

 




